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防
災
対
策
と
議
会
の
立
ち
位
置

　

こ
れ
ま
で
、
防
災
や
災
害
対
応
に
地
方
議
会
は
ほ

と
ん
ど
関
係
し
て
こ
な
か
っ
た
。
地
方
議
会
は
住
民

の
安
心
や
安
全
対
策
に
関
わ
れ
な
か
っ
た
の
が
、
現

在
ま
で
の
姿
で
あ
る
。
行
政
側
が
作
る
地
方
防
災
計

画
や
業
務
継
続
計
画
に
議
会
の
役
割
が
登
場
す
る
こ

と
は
な
い
。
そ
の
実
情
の
一
端
を
示
す
の
は
、（
一

財
）
日
本
防
火
・
危
機
管
理
促
進
協
会
が
２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
実
施
し
た
調
査
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
執
行
部
職
員
に
「
地
元
議
員
と
防
災
に
つ
い

て
議
論
し
た
こ
と
が
あ
る
か
」
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

都
道
府
県
（
19
団
体
）
で
は
ゼ
ロ
と
い
う
回
答
が
出

た
。
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
災
害
対
応
の
主
導
権

は
、
執
行
部
が
掌
握
し
議
会
人
は
蚊
帳
の
外
と
い
う

の
が
現
状
で
あ
る
。
一
方
、
職
員
数
が
６
０
０
人
以

上
の
大
規
模
自
治
体（
１
１
０
団
体
）に
な
る
と
、
こ

こ
で
も
「
議
論
し
て
い
な
い
」
が
９
割
近
く
に
な
っ

た
。
た
だ
、
都
道
府
県
議
会
の
場
合
と
異
な
り
１
割

近
く
が「
既
に
議
論
し
た
」「
議
論
の
最
中
」と
い
う
回

答
を
寄
せ
て
い
る
。
状
況
は
職
員
数
が
２
０
０
〜

６
０
０
人
の
中
規
模
自
治
体
や
職
員
数
が
２
０
０
人

を
下
回
る
小
規
模
自
治
体
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
変
わ

ら
な
い
。
議
会
と
検
討
し
た
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
が

９
割
近
く
、
議
会
人
と
意
見
交
換
し
て
い
る
の
は
１

割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（
図
１
）。

被
災
経
験
と
執
行
部
の
議
会
対
応

　

設
問
に
被
災
経
験
の
有
無
を
取
り
込
ん
で
、
再
度

質
問
を
試
み
る
と
、
結
果
は
興
味
あ
る
傾
向
を
示
し

て
い
る
。
一
般
的
に
は
被
災
経
験
の
あ
る
自
治
体
で

は
、
執
行
部
は
議
会
議
員
と
防
災
な
ど
に
つ
い
て
相

談
す
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は

異
な
る
。
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
被
災
経
験
の
有
無

は
執
行
部
と
議
員
と
が
議
論
を
交
わ
す
機
会
を
増
や

す
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
関
係
し
な
い
。「
被
災
経
験
な

し
」
の
自
治
体
で
は
、
３
５
８
団
体
の
内
、
３
１
５

団
体（
92
％
）で
、
執
行
部
は
地
方
議
員
と
防
災
に
つ

い
て
相
談
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。

そ
の
数
は
「
被
災
経
験
あ
り
」
の
自
治
体
に
な
る
と

１
０
７
団
体
の
中
で
、
94
団
体（
88
％
）に
な
る
。
議

論
し
た
と
こ
ろ
は
、
せ
い
ぜ
い
１
割
以
下
で
あ
る

（
図
２
）。
つ
ま
り
、
執
行
部
の
視
点
に
立
つ
と
、
議

会
は
災
害
対
策
と
無
関
係
、
相
談
す
る
必
要
は
な
い

と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
興
味
あ
る
こ
と
に
、
被

災
経
験
の
あ
る
自
治
体
で
も
執
行
部
と
議
会
の
関
係

は
疎
遠
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
読
み
解
く
か
難
し
い

問
題
で
あ
る
が
、
仮
説
と
し
て
言
う
な
ら
、
被
災
し

た
自
治
体
で
は
発
災
時
に
職
員
は
議
員
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
要
求
を
突
き
付
け
ら
れ
、
振
り
回
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
辺
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
よ

り
実
証
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

議
会
人
の
防
災
意
識
─
過
去
と
未
来

　

地
方
議
会
が
防
災
対
策
な
ど
か
ら
排
除
さ
れ
て
き

た
の
は
、
議
会
人
に
も
責
任
が
あ
る
。
議
会
人
の
視

点
か
ら
す
る
と
、
安
心
や
安
全
対
策
は
久
し
く
「
フ

ダ
」
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た

め
、
危
機
管
理
に
関
心
を
寄
せ
る
地
方
議
員
は
ほ
と

ん
ど
い
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
首
長
を
リ
ー
ダ
ー
と

す
る
行
政
側
は
、
議
員
が
危
機
管
理
に
関
わ
る
こ
と

に
神
経
質
で
あ
っ
た
。
で
き
れ
ば
極
力
排
除
し
た

い
、
と
い
う
の
が
ホ
ン
ネ
に
な
っ
て
き
た
。
議
員
が

災
害
対
応
に
関
与
す
る
と
、
問
題
は
政
治
化
し
混
乱

す
る
た
め
、
議
員
は
危
機
管
理
に
近
づ
け
さ
せ
な
い

と
い
う
の
が
行
政
側
の
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
で
あ
る
。

防
災
と
地
方
議
会
人
─
役
割
と
責
任

明
治
大
学
研
究
特
別
教
授
、
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
顧
問　
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そ
う
で
な
く
と
も
、
災
害
が
発
生
す
る
と
現
場
に
行

か
せ
ろ
と
無
理
難
題
を
投
げ
つ
け
る
議
会
人
が
少
な

く
な
い
。

　

議
員
は
行
政
中
心
の
危
機
対
応
で
は
脇
役
に
す
ぎ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
は
、

地
方
議
員
の
役
割
に
疑
問
を
持
つ
住
民
が
出
る
よ
う

に
な
っ
た
。
住
民
の
中
か
ら
「
地
方
議
員
は
何
も
し

て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。
何
も

で
き
な
い
議
員
な
ら
、
議
会
は
不
要
と
い
う
見
方
も

表
面
化
し
て
き
た
。
防
災
や
危
機
管
理
に
お
い
て
、

地
方
議
員
の
果
た
す
べ
き
立
場
は
極
め
て
微
妙
で
あ

る
。
矛
盾
す
る
場
合
が
多
い
が
、
行
政
側
か
ら
は
、

関
わ
る
な
と
言
わ
れ
る
。
住
民
か
ら
は
、
不
測
事
態

が
発
生
し
て
も
議
員
は
何
も
で
き
な
い
と
責
め
ら
れ

る
。
そ
の
せ
い
に
も
よ
る
が
、
東
日
本
大
震
災
で
被

害
を
受
け
な
か
っ
た
自
治
体
で
も
、
危
機
管
理
に
関

心
を
寄
せ
る
議
員
が
増
え
て
い
る
。
地
域
の
安
心
と

安
全
を
守
る
こ
と
が
住
民
の
関
心
を
呼
び
、
政
治
の

争
点
と
し
て
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
が
、
そ

の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

　

参
考
ま
で
に
挙
げ
る
と
、
２
０
１
３（
平
成
25
）年

の
時
点
で
、
防
災
基
本
条
例
を
策
定
し
て
い
る
都
道

府
県
は
23
団
体
に
な
る
。
１
９
９
６（
平
成
８
）年
に

静
岡
県
が「
静
岡
県
地
震
対
策
推
進
条
例
」を
策
定
し

た
の
が
最
も
早
い
事
例
に
な
る
。
１
９
９
９
（
平
成

11
）〜
２
０
１
８（
平
成
30
）年
ま
で
の
お
よ
そ
20
年

間
に
限
定
し
、
そ
の
間
に
ど
の
程
度
、
議
員
提
案
で

防
災
関
連
の
条
例
が
成
立
し
た
か
を
見
る
と
、
そ
の

数
は
次
の
４
件
に
な
っ
た
（
既
存
の
条
例
に
関
す
る

修
正
案
な
ど
は
除
く
）。

・�

２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
、「
大
分
県
減
災
社
会
づ

く
り
の
た
め
の
県
民
条
例
」。

・�

２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
、「
京
都
府
議
会
に
よ
る

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
支
援
に
関
す
る
条
例
」。

・�

２
０
１
２
（
平
成

24
）
年
、「
徳
島
県

大
規
模
災
害
被
災

者
等
支
援
基
金
条

例
」。

・�

２
０
１
５
（
平
成

27
）
年
、「
徳
島
県

消
防
防
災
人
材
の

育
成
の
推
進
に
関

す
る
条
例
」。

　

一
方
、
市
レ
ベ
ル

で
災
害
基
本
条
例
を

策
定
し
て
い
る
自
治

体
は
６
団
体
で
あ
る
。
そ
の
内
、
秋
田
市
や
市
川
市

で
は
市
長
提
案
で
条
例
が
生
ま
れ
て
い
る
。
議
会
提

案
に
よ
る
の
は
、
岡
崎
市
、
大
津
市
、
そ
れ
に
倉
敷

市
で
あ
る
（
都
市
行
政
問
題
研
究
会
．
２
０
１
４
．

『「
都
市
に
お
け
る
災
害
対
策
と
議
会
の
役
割
」
に
関

す
る
調
査
研
究
報
告
書
』）。
議
会
主
導
で
作
ら
れ
た

大
津
市
の
条
例
で
は
、
災
害
に
際
し
て
市
民
や
事
業

者
、
そ
れ
に
市
の
責
任
が
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行

動
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
札
幌
市
議
会
と

川
崎
市
議
会
で
は
、
災
害
対
策
に
関
連
し
た
対
策
に

つ
い
て
条
例
を
策
定
し
て
い
る
。
札
幌
市
議
会
が

２
０
０
６（
平
成
18
）年
に「
住
宅
耐
震
化
促
進
条
例
」

を
作
る
一
方
、
川
崎
市
で
は
２
０
１
１（
平
成
23
）年

に
、「
川
崎
市
避
難
所
の
機
能
整
備
及
び
円
滑
な
管

理
運
営
に
関
す
る
条
例
」
を
議
会
主
導
で
策
定
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
事
例
は
今
後
、
増
加
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
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小規模自治体
（職員数 200 人以下）

議論していない
91% 

現在議論して
いる 3%

既に議論した 5% 未回答 1%

回答数：165

中規模自治体
（職員数 200 ～ 600 人） 

議論していない
87%

現在議論して
いる 4% 

既に議論した 9%

回答数：110 

大規模自治体
（職員数 600 人以上） 

議論していない
100% 

回答数：19 

都道府県

引用：日本防火・危機管理促進協会（2017）、「地方自治体における災害対応経験の継承に関する調査研究」 

議論していない
93% 

現在議論して
いる 5%

既に議論した 2% 

回答数：197

引用：日本防火・危機管理促進協会（2017）、「地方自治体における災害対応経験の継承に関する調査研究」 

被災経験なし 被災経験あり

議論していない
92%

現在議論して
いる 3%

既に議論した 5%

回答数：358

議論していない
88%

現在議論して
いる 7%

既に議論した 5%

回答数：107

図1　地元選出議員と防災について議論したか

図2　�地元議員と防災について議論─被災経験の有無




